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港湾の施設の維持管理計画変更の考え方 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

本資料の位置付け 

 

本資料は、技術基準対象施設の維持管理計画変更の考え方を整理した資料で

ある。 
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第１章 維持告示における維持管理計画の変更に関する規定内容 

「技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（以下、維持告示という。）」

を表－１に示す。 

表－１ 維持告示における維持管理計画の変更に関する内容 

法令 見出し 内容 

技術基準対

象施設の維

持に関し必

要な事項を

定める告示 

維持管理計画

等の変更 

４ 維持管理計画等を定めるに当たっては、省令第六条

に基づき設定される当該施設が置かれる諸条件、設計供

用期間、構造特性、材料特性、点検診断及び維持工事等

の難易度並びに当該施設の重要度等について、勘案する

ものとする。 

５ 維持管理計画等を定めるに当たっては、当該施設の

損傷、劣化その他の変状についての点検診断、当該施設

全体の維持に係る総合的な評価、維持工事等その他維持

管理に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の

意見を聴くことを標準とする。ただし、当該維持管理計

画等を定める者が当該専門的知識及び技術又は技能を有

する場合は、この限りでない。 

６ 当該施設の用途の変更、維持管理に係る技術革新等

の情勢の変化により必要が生じたときは、維持管理計画

等を変更することを標準とする。 

７ 第四項及び第五項の規定は、維持管理計画等の変更

について準用する。 

 

 

〔参考〕 

港湾の施設の技術上の基準・同解説と港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン

には、次のように記載されている。 

     表－2 港湾の施設の技術上の基準・同解説と港湾の施設の維持管理計画策定

ガイドライン維持告示における維持管理計画の変更に関する内容 

 見出し 内容 

港湾の施設

の技術上の

基準・同解

説 

維持管理計画

の見直し 

点検診断の結果を受けて総合評価の見直し、または維持

工事等を実施した場合は、維持管理計画の見直しを行

う。その際、施設の設置者が見直しを行うとともに、施

設の管理者と協議することを標準とする。 

港湾の施設

の維持管理

計画策定ガ

イドライン 

維持管理計画

の変更 

点検診断の結果を受けて総合評価及び維持工事等を実

施、あるいは施設の用途の変更、維持管理に係る技術革

新等の情勢の変化により必要が生じたときは、維持管理

計画を変更することを標準とする。 
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第２章 維持管理計画変更の考え方 

（１）背景 

港湾の施設は、一般的に厳しい自然状況の下に置かれることから、材料の劣化、部材

の損傷、基礎等の洗掘、沈下、埋没等により、供用期間中に性能の低下が生じることが懸

念される。このため、施設が供用期間中に要求性能を満たさなくなる状態に至らないよう

に、計画的かつ適切に維持される必要がある。 

 

（２）維持管理計画変更の基本的な考え方 

維持告示に基づいて、維持管理計画の変更を行う。 

 

①当該施設の用途の変更、維持管理に係る技術革新等の情勢の変化により必要が生じたと

きは、維持管理計画等を変更することを標準とする。 

 

②下記の内容を準用して、維持管理計画を変更する。 

維持管理計画等を定めるに当たっては、省令第六条に基づき設定される当該施設が置

かれる諸条件、設計供用期間、構造特性、材料特性、点検診断及び維持工事等の難易度並

びに当該施設の重要度等について、勘案するものとする。 

 

③下記の内容を準用して、維持管理計画を変更する。 

維持管理計画等を定めるに当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状について

の点検診断、当該施設全体の維持に係る総合的な評価、維持工事等その他維持管理に関す

る専門的知識及び技術又は技能を有する者の意見を聴くことを標準とする。 

ただし、当該維持管理計画等を定める者が当該専門的知識及び技術又は技能を有する

場合は、この限りでない。 
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第３章 維持管理計画の変更内容 

（１）総合評価の実施に伴う変更 

①総合評価の実施により「緊急的措置ならびに応急的措置が必要となる場合」は、下表の

左欄による検討を行う。 

②総合評価の実施により「計画的措置（補修計画）を変更する場合｣は、下表の中欄によ

る検討を行う。 

③総合評価の実施により「経過観察措置・計画的措置を継続する場合」は、下表の右欄に

よる検討を行う。 

 

表－３ 総合評価の実施に伴う変更 

項目 

緊急的措置ならびに

応急的措置が必要と

なる場合 

計画的措置（補修計

画）を変更する場合 

経過観察措置・計画

的措置を継続する場

合 

総論 

施工履歴・補修履歴

に緊急的措置や応急

的措置の実施を追記 

必要に応じて変更 変更なし 

点検診断計画 
変更（臨時点検の追

加等） 
必要に応じて変更 変更なし 

総合評価 追加のみ 追加のみ 追加のみ 

維持補修計画 
変更（対策工や応急

復旧等を追加） 
変更 変更なし 

参考資料 
点検診断の記録を追

加 

点検診断の記録を追

加 

点検診断の記録を追

加 

 

表－３に示している「緊急的措置」「応急的措置」「経過観察措置」「計画的措置」

は下記の内容である。 

①緊急的措置 

利用者の安全を確保するため、バリケード等による立入禁止等を行って利用を制限する

措置。なお、緊急的措置を行った場合には、以下の②～③の措置をあわせて講じる必要

がある。 

②応急的措置 

短期的に施設の機能を維持することを目的とした措置。例えば、道路におけるポットホ

ールに石材等で充填して補修すること等。 

③計画的措置 

構造上問題がある場合に中長期的に施設の機能を回復させることを目的とした抜本的

（事後保全的）な措置と、現状では構造上問題はないが事前に施設の機能を回復させる

予防保全的な措置。 

④経過観察措置 

追跡的に変状を把握することを目的とした措置で、点検をさらに強化する。 
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（２）維持(修繕）工事等の実施に伴う変更 

①維持補修工事としてエプロン補修や鋼材の電気防食の変更等の「比較的軽微な修繕をし

た場合」は、下表の左欄による検討を行う。※ただし、安全性に関連する突発的な損傷

（ポットホール等）対応については、巡視等により発見次第対応すべき事象のため含まな

いものとする。  

②桟橋上部工の大規模な断面修復等の「大規模な補修を実施した場合」は、下表の右欄に

よる検討を行う。  

 

表－４ 維持(修繕）工事等の実施に伴う変更 

項目 比較的軽微な修繕をした場合 大規模な補修を実施した場合 

総論 施工履歴・補修履歴を変更 

標準断面等を変更 

維持管理レベルを変更 

施工履歴・補修履歴を変更 

必要に応じて供用期間を変更 

（設置者と管理者・利用者等が協議し

て決める必要があること、供用期間を

延長する際は所定の性能が維持できる

かを確認する必要があることに留意） 

点検診断計

画 
必要に応じて変更 

補修部材に合わせて、項目や内容を変

更 

総合評価 

補修した部分をｄ評価に変更し、

施設の性能低下度を再評価し、維

持補修方針を変更 

補修した部分をｄ評価に変更し、補修

部材の性能等に配慮して施設の性能低

下度を再評価し、維持補修方針を変更 

維持補修計

画 

既往の計画通りであれば変更なし 

既往の計画と乖離があれば変更 

(鋼材の電気防食（流電陽極）の

交換等） 

補修部材の性能等に配慮して変更(桟橋

上部工の大規模な断面修復等) 

参考資料 
工事記録、図面、使用材料等の記

録を追加 

工事記録、図面、使用材料等の記録を

追加 
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（３）施設の用途変更に伴う変更 

「既存施設の用途の変更」は「改良」にあたる。例えば、防波堤から護岸へ変更、

岸壁等から護岸への変更等がそれに当たる。 

この場合は、維持管理計画を「変更」するのではなく、新たに「策定」する。 

 

（４）維持管理に係る技術革新等の情勢の変化に伴う変更 

点検の技術革新により、「ロボットやＡI等によって港湾施設の点検診断をした場合」は、

点検診断計画の変更について検討する。 

 

（５）その他計画の変更が必要な場合 

その他計画の変更が必要な場合は、施設の設置者が施設の管理者と協議して変更す

るものとする。 
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第４章 維持管理計画変更に伴う改訂フロー 

点検結果や補修の実施に伴う維持管理計画書の改訂フローについては、「港湾の施設の

維持管理計画作成の手引き（令和元年版）」の参考資料に掲載されており、転記する。 
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第５章 維持管理計画変更に当たっての専門部署の活用 

 

（１）国と港湾管理者の定期会議 

国有港湾施設の維持管理計画変更に当たっては、国と港湾管理者の定期的会議を開催

する等し、情報交換を行うとともに、国による港湾管理者への積極的な技術支援がのぞま

れる。 

 

（２）久里浜ＬＣＭ支援総合窓口 

国土技術政策総合研究所と（国研）海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究

所は、港湾・海岸･空港施設に関わる良好な維持管理の実施を支援するため、「久里浜ＬＣ

Ｍ支援総合窓口」を開設し、施設の計画・施工・管理を実施する地方整備局、地方自治

体、民間事業者等からの港湾・海岸・空港施設の維持管理に関する技術的な相談を受付け

てきた。 

維持管理計画変更についても、「久里浜ＬＣＭ支援総合窓口」の積極的な活用がのぞま

れる。 

 

 

 

 


